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問い合わせ ☎８７６－１２３４
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●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217）
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265）
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318）

　
今
月
は
、
市
県
民
税
お
よ
び
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
市
で
は
、
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図

る
た
め
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）

を
利
用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電

子
申
告
等
お
よ
び
申
請
・
届
出
の
受
付
を

開
始
し
ま
す
。

　
　
是
非
、
便
利
な
電
子
申
告
サ
ー
ビ
ス
を

ご
利
用
・
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
と
は

　
　
地
方
公
共
団
体
で
組
織
す
る
「
一
般
社

団
法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会
」
が
運
営

す
る
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
の
呼
称

で
、
地
方
税
の
申
告
お
よ
び
申
請
・
届
け

出
の
手
続
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
電
子
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ

ム
の
こ
と
で
す
。

○
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
の
特
徴

１　
こ
れ
ま
で
郵
送
や
窓
口
で
行
っ
て
い

た
手
続
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
て
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
に
居
な
が
ら

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　
自
治
体
ご
と
に
行
っ
て
い
た
申
告
や

申
請
お
よ
び
届
出
を
一
括
し
て
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
は

無
料
の
対
応
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
（
Ｐ
Ｃ

ｄ
ｅ
ｓ
ｋ
）
で
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

４　
対
応
す
る
市
販
の
税
務
・
会
計
ソ
フ

ト
ウ
エ
ア
で
作
成
し
た
申
告
書
デ
ー

タ
な
ど
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

☆
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
を
利
用

し
た
電
子
申
告
を
行
う
に
は
、
パ
ソ
コ
ン

環
境
の
準
備
や
利
用
者
Ｉ
Ｄ
の
取
得
、
必

要
に
応
じ
て
電
子
証
明
書
の
取
得
な
ど
所

定
の
手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

○
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
で
利
用

で
き
る
手
続

　
１
　
法
人
市
民
税

　
　
（
問
い
合
わ
せ

　
　
　
市
民
税
課　
法
人
市
民
税
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
線
２
２
１
７
）

　ご相談予定の方は、事前に納
税課までお問い合わせください。

日　時：10月20日（日）
　　　　午前９時～午後５時
場　所：納税課 窓口
　　　　｠（市役所本庁舎２階）
　
※対象は、市県民税、固定資産税、
軽自動車税です。

10
月
31
日（
木
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

市
県
民
税
第
２
期
分
の
納
期
限
は

市
県
民
税
第
２
期
分
の
納
期
限
は

10
月
31
日（
木
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

休日納税相談窓口

11
月
25
日
よ
り
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ

ッ
ク
ス
）
を
利
用
し
た
市
税
の
電
子
申

告
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
！

手　
続

申　
告

提　
出　
書　
類

・
中
間
申
告
書

・
確
定
申
告
書

・
予
定
申
告
書

　
　
　
　
　
な
ど

申
請

お
よ
び

届
出

・
法
人
設
立（
設
置
）届
出
書

・
異
動
届
出
書

手　
続

申　
告

提　
出　
書　
類

・
償
却
資
産
申
告
書

・
種
類
別
明
細
書

　
２
　
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

　
　
（
問
い
合
わ
せ

　
　
　
資
産
税
課　
償
却
資
産
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
線
２
２
６
４
）

　
３
　
個
人
市
民
税
（
市
県
民
税
）

　
　
（
問
い
合
わ
せ

　
　
　
市
民
税
課　
個
人
市
民
税
担
当

　
　
　
　
　
内
線
２
２
１
３
〜
２
２
１
６
）

　
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
次
の
①
〜
④
の
変

更
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
の
あ
る
必

要
書
類
を
添
え
て
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
未
登
記
物
件(

建
物)

の
所
有
者
の
変
更
が

あ
っ
た
場
合

　
必
要
書
類

　
１　
売
買
に
よ
る
変
更

　
　
　
・
売
買
契
約
書

　
　
　
・
印
鑑
証
明

　
　
　
・
所
有
者
変
更
届

　
　
　 

（
様
式
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
）

　
２　
贈
与
に
よ
る
変
更

　
　
　
・
承
諾
書

　
　
　
・
印
鑑
証
明

　
　
　
・
所
有
者
変
更
届

　
　
　 

（
様
式
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
）

　
３　
相
続
に
よ
る
変
更

　
　
　
・
遺
産
分
割
協
議
書

　
　
　
・
印
鑑
証
明

　
　
　
・
戸
籍
謄
本

　
　
　
・
所
有
者
変
更
届

　
　
　 

（
様
式
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
）

②
固
定
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
が
市
外
、

国
外
に
転
出
さ
れ
る
場
合

　
必
要
書
類

　
・
「
納
税
管
理
人
設
定
申
告
書
」

　
　
　 

（
様
式
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
）

・
納
税
義
務
者
の
印
鑑
お
よ
び
納
税
管
理

人
の
印
鑑

☆
納
税
義
務
者
は
市
内
に
住
所
を
有
し
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
市
内
に
住
所
等
を
有

す
る
者
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

☆
納
税
管
理
人
と
は
、
本
来
の
納
税
義
務
者

に
代
わ
っ
て
納
税
に
関
す
る
一
切
の
事
項

の
処
理
を
行
う
者
を
い
い
ま
す
。

③
固
定
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
が
死
亡
し

た
場
合

　
必
要
書
類

　
・
相
続
人
代
表
者
指
定
届

　
　
　 

（
様
式
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
）

　
・
相
続
人
の
印
鑑

☆
こ
の
届
出
は
、
全
相
続
人
の
中
か
ら
納
税

通
知
書
等
の
書
類
受
領
な
ど
を
す
る
代
表

者
を
届
け
出
る
も
の
で
す
。

　
　
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
所
有
す
る
資
産
の

相
続
が
決
定
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
資
産

に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
に
つ
い
て

代
表
と
な
る
方
を
指
定
す
る
た
め
に
使
い

ま
す
。

④
固
定
資
産
を
共
有
し
て
い
る
者
の
代
表
者

を
変
更
し
た
い
場
合

　
必
要
書
類

・
固
定
資
産
税
共
有
物
納
税
義
務
代
表
者

変
更
届

　
　
　 

（
様
式
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
）

・
現
共
有
代
表
者
の
印
鑑
お
よ
び
新
共
有

代
表
者
の
印
鑑

※

固
定
資
産
を
共
有
し
て
い
る
者
の
代
表
者

の
選
定
基
準

☆
浦
添
市
で
は
、
二
重
納
付
を
防
止
す
る
た

め
固
定
資
産
の
共
有
者
の
中
か
ら
代
表
者

を
選
定
し
、
こ
の
方
に
の
み
納
税
の
告
知

を
し
て
い
ま
す
。

　
代
表
者
選
定
の
優
先
順
位
は
次
の
通
り
で

す
。※
優
先
順
位
の
高
い
項
目
か
ら
記
載

し
て
い
ま
す
。

　
１　
↓　
持
ち
分
の
多
い
者

　
２　
↓　
市
内
に
居
住
し
て
い
る
者

　
３　
↓　
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
順
序
が
早
い
者

★
固
定
資
産
税
に
関
す
る
諸
手
続
の
申
請
書

は
、
資
産
税
課
の
窓
口
ま
た
は
浦
添
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

手　
続

申　
告

提　
出　
書　
類

申
請

お
よ
び

届
出

・
特
別
徴
収
義
務
者
の
所
在
地

　
お
よ
び
名
称
変
更
届
出
書

・
給
与
支
払
報
告
書

 

（
総
括
表
・
個
人
別
明
細
書
）

・
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

 

（
総
括
表
・
個
人
別
明
細
書
）

・
給
与
支
払
報
告
、
特
別
徴
収
に

係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

・
特
別
徴
収
へ
の
切
替
申
請
書

・
退
職
所
得
に
係
る
納
入
申
告

書
お
よ
び
特
別
徴
収
票
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